
事務受託法人での介護支援専門員資格がない者の調査員登録に関する根拠法令 

 

・介護保険施行規則 第 113 条の２第 1 号又は第２号 

法第 69 条の 2※第 1 項の厚生労働省令で定める実務の経験は第 1 号及び第 2 号の期間が通算し

て 5 年以上であることとする。 

１ 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義歯装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサー

「要介護認定等の実施について」（平成 21 年 9 月 30 日老発 0930 第 5 号厚生労働省老健局長通知）抜粋 

２ 要介護認定に係る調査の実施者 

 （１）市町村職員による認定調査要介護認定に係る調査(以下「認定調査」という。)の

うち、新規の要介護認定申請に係る認定調査については、市町村職員が実施する。 

 （２）指定市町村事務受託法人への委託 市町村は認定調査を指定市町村事務受託法人

に委託することができる。なお、指定市町村事務受託法人における認定調査は介護

支援専門員が行うことを基本とする。 

 （３）指定居宅介護支援事業者等への委託市町村は、新規の要介護認定に係る認定調査

を除き、認定調査を指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護

保険施設若しくは地域包括支援センター(以下「指定居宅介護支援事業者等」とい

う。)又は介護支援専門員であって規則第 40 条第 5 項の要件を満たすものに委託す

ることができる。 

 （４）認定調査員 

 市町村職員、認定調査について市町村から委託を受けた指定市町村事務受託法人

に所属する介護支援専門員その他の保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有す

る者、指定居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員並びに介護支援専門員

であって、本職通知（「認定調査員等研修事業の実施について」（平成 20 年６月４

日老発第 0604001 号）により都道府県又は指定都市が実施する認定調査に関する

研修（認定調査員研修）を修了した者（以下「認定調査員」という。）が、別途老人

保健課長名で通知する「認定調査票記入の手引き」に従って、別添２に示す 認定調

査票を用いて認定調査の対象者（以下「調査対象者」という。） に関する認定調査

を実施する。ただし、調査対象者に対して３に規定する主治医意見書を記載する医

師であって介護支援専門員である者は、当該調査対象者に対して、当該申請に関す

る認定調査を行うことはできない。 

介護支援専門員以外の保健、医療、福祉に関する専門的知識を有する者は、以下

の①又は②のいずれかに該当する者とする。 

 ① 規則第 113 条の２第１号又は第２号に規定される者であって、介護に係る実

務の経験が５年以上である者 

② 認定調査に従事した経験が１年以上である者 



ジ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士または精神保健福祉士が、その資格に基づき

当該資格に係る業務に従事した期間 

2 イ又はロに掲げる者が、身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日

常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助

を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間 

 

イ 老人福祉法第 5 条の３に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これ

らに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者 

ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第５条第 18 項に規定する計画相談支援、児童福祉法（昭和 22 年法律第

164 号）第 6 条の 2 項の 2 第 7 項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法（平成 25

年法律第 105 号）第 3 条第 2 項に規定する生活困窮者自立支援事業その他これらに準ずる事業

の従事者 

 

※ 法第 69 条の 2 

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定める

ところにより行う試験（以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。）に合格し、かつ、

都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（以下「介護支援専門員実務研修」

という。）の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の

登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りで

ない。 

一 心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省

令で定めるもの 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定によ

り罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

四 登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

五 第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九

条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 

六 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五

年を経過しない者 

七 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法（平成五年法律第八

十八号）第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを

決定する日までの間に登録の消除の申請をした者（登録の消除の申請について相当の理由があ

る者を除く。）であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの 

２ 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他

厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。 


